
令和 8 年 6 月 15 日 

 

関係各位 

一般社団法人関市観光協会 

飲食委員会 

 

刃物まつりにおけるせきてらす飲食・物販イベント出店申込のご案内 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、今年も「関市刃物まつり」が 10 月 10 日（土）・11 日（日）に開催される運びとなりました。本年は、

ご当地美食音マーケット実行委員会と一般社団法人関市観光協会の共催イベントとして、せきてらすを会場に

飲食・物販イベントを盛大に開催いたします。 

つきましては、せきてらす会場への出店を希望される方は、下記の募集要項および注意事項をご確認の上、期

日までにお申し込みくださいますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

1．開催日時 

令和 8 年 10 月 10 日（土）・11 日（日） 各日 10:00～16:00 

（搬入時間 8:00～9:00 ／ 撤収時間 16:00～18:00） 

 

2．開催場所 せきてらす（岐阜県関市平和通 4-12-1） 

 

3. 出店区分および出店料（2日間一括） 

(1)キッチンカー：20,000 円（税込） 

(2)飲食テント：15,000 円（税込） 

(3)ホール内物販：3,000 円（税込） 

※重要 申込窓口と出店料収受についてのご注意 

本イベントは共催のため、業務の担当が以下のように分かれております。お間違いのないようご注意ください。 

● 出店申込の集約・受付窓口: 一般社団法人関市観光協会が担当します。 

● 出店料の収受・金銭管理: ご当地美食音マーケット実行委員会が担当します。出店料は当日朝にご当 

地美食音マーケット実行委員会が会場にて集金いたします。お釣りのないようご準備をお願いいたします。 

 

4. 出店条件 

(1)原則として 2 日間とも出店いただける方を対象とします（1 日のみの出店は不可）。 

(2)せきてらす会場への出店は、一般社団法人関市観光協会の会員を対象とします。 

※現在会員でない事業者の方は、別紙「一般社団法人関市観光協会会員募集案内」をご確認いただき、 

出店申込とあわせて入会手続きをお願いいたします。 

 
 
 



5．提出書類一式 

【全事業者共通】 

 ①出店申込書 ②同意書 ③出店個票 ④営業許可書のコピー 

【現在、一般社団法人関市観光協会会員でない事業者】 

 ⑤協会入会申込書 ⑥反社会的勢力でないことの確約書 

※既に一般社団法人関市観光協会会員の方は、⑤⑥の提出は不要です。 

 

6．申込受付期間及び提出期限 

 申込受付開始 令和 8年 6月 15日(月)から 

 提出期限    令和8年7月 15日(水)（※先着順・枠が埋まり次第受付終了） 

※本イベントの出店受付は、メールまたは FAX の到着順（先着順）とさせていただきます。 

提出期限内であっても、募集枠に達し次第募集を締め切らせていただきますので、出店をご希望の方はお早

めにお申し込みくださいますようお願い申し上げます。 

 

7．出店準備および設備について 

(1)区画・テント 

テント出店の場合は、各自でご準備ください（サイズ：幅 3m×奥行 3m 以内）。出店位置は事務局側 

で事前に指定（割り振り）いたします。 

(2)電源・火器 

会場内に貸出用の電源等はございません。電気を使用する場合は、各自で発電機をご用意ください。また、

火器を使用する場合は必ず各自で消火器をご準備ください。火器の取り扱いについては各自注意事項を

順守してください。 

(3)廃水処理 

汁物・水分を扱う出店者は、廃水等に対応できるよう各自バケツをご準備ください。 

(4)駐車場 

出店者用駐車場は、1 事業者につき 1 台分ご用意いたします。 

 

8．販売に関する制限・遵守事項 

(1)出店個票に記載のない品目の販売はできません。また、販売物品の内容によっては、事務局の判断で出 

品をお断りする場合がございます。 

(2)飲食テント出店者は、お客様が指定の飲食用テント（休憩スペース）内で飲食されるよう誘導にご協力く 

ださい。 

(3)アルコール類の販売に関しては一定の条件がございます。希望される場合は必ず事前に事務局にご相談く 

ださい。 

(4)食品衛生法に基づく保健所の許可申請、および各種衛生管理は出店者の責任において徹底してください。 

(5)火器を使用する場合は、安全管理を徹底し、関係法令および注意事項を遵守してください。 

(6)廃水やごみは、出店者の責任において適切に処理・回収してください。 

 
 
 
 



9．キャンセルポリシー 

開催日の 30 日前（9 月 10 日）以降に出店をキャンセルされた場合は、理由の如何を問わず、キャンセル 

料として出店料の100％を請求いたします。 

 

10．売上報告のお願い 

イベント終了後、速やかに 2 日間の総売上金額を一般社団法人関市観光協会飲食委員会事務局まで、 

ご報告願います（報告方法は別途ご案内）。 

 

 

 

 

 

以 上  

連絡先：一般社団法人関市観光協会 飲食委員会事務局 

〒501-3874 岐阜県関市平和通 4-12-1 せきてらす内 

担当：福田・田口 

TEL：0575-23-6726 

FAX：0575-23-1671 

E-mail：info@sekikankou.jp 

営業時間：9:00～17:00 火曜日休館 

mailto:info@sekikankou.jp

